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休業中の生活について 

 すでにご案内の通り、連休を挟んだ５月８日(金)までは臨時休業とし、休業期間中は生徒の

登校日を設定していません。 

 そこで、休業期間中及びその後の生活について、学校が再開する日に備えて、一部繰り返し

になるところもありますが、下記の点に十分留意して生活するようにしてください。 

なお、５月11日(月)以降の学校の体制については現在のところ未定です。国や都教育委員会

の方針を踏まえて、５月８日(金)夕方までにホームページ上でお知らせする予定です。 

 

記 

１ 感染防止に留意すること 

 連休中を含めて不要不急の外出を避けること。生活に必要な買い物等はできるだけひとり

で行くようにし、しかも混在する時間帯や人が密集する場所を避けること。 

 外出しなければならない場合は、マスクを着用するなど咳エチケットに十分配慮し、周囲

の人との距離をできるだけ開けるように行動すること。 

 

２ 健康管理に留意すること 

 規則正しい生活、適度な運動、十分な休養、バランスのとれた食事を心掛け、免疫力を高

めるとともに、手洗い、うがい等を習慣づけるなど、自身の健康管理に十分に留意すること。 

 

３ 配布された課題に取り組むなど、継続して学習に取り組むこと 

 すでに配布されている課題に取り組んだり、自ら工夫して教科書を中心とした予習を行っ

たりするなど学習を怠らないこと。また、まとまった時間を利用して、読書活動、興味関心

や進路希望等に応じて課題を見つけ探究していく活動を行うなど、主体的に学んだり、学び

を深めたりする活動に積極的に取り組むこと。 

 

４ ５月11日以降の生活について 

 休業期間が延長された場合は上記１～３に示した生活を心掛けること。その場合には追加

の学習課題が提示されることになるが、追加の課題が届くまでの間は特に上記「３ 配布さ

れた課題に取り組むなど、継続して学習に取り組むこと」に示した通り、自ら課題を設定し

て学習を継続できるようにすること。 

 休業期間が延期された場合でも何らかの形で登校を求める可能性がある。登校が必要にな

る場合に備えて生活習慣を乱さないように日頃から留意すること。 
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